
2020・８　広報 2020・８　広報11 10

はい

はい いいえ

令和２年国勢調査が始まります避難するときに心掛ける感染症対策
■問合せ…企画政策課統計係（三和区総合事務所２階、☎025-532-2440）

■問合せ…危機管理課（☎025-526-5111、内線1732）

国勢調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査票を配布します

回答方法は「インターネット回答」または「紙の調査票」

インターネット回答または調査票をポストへ

訪問

回答

提出

・�原則、インターフォン越しに調査の説明をし、調査票を配布するため、世帯員数（男・
女）や世帯主氏名、回答方法を５分程度で確認します。
・調査票の受け渡しには、郵便受けを利用します。
　※�インターフォンがないお宅では、面談する際にマスクを着用するなど、感染症拡
大防止に努めます。

・�調査員はなるべく地域に詳しい人にお願いしますが、同じ町内の人とは限りません。

分散避難を検討しましょう
　災害の危険が迫ったときには、迷わず避難行動をとることが大切です。しかし、災害時に大勢の
人が避難所・避難場所に行くことによって、感染症への感染リスクが高まることが心配されます。
　避難とは「難」を「避」けることであり、避難所へ行くことだけが避難ではありません。あらか
じめ自宅周辺の災害リスクをハザードマップで確認し、「指定避難所」以外にも、「自宅での避難（2
階以上への垂直避難）」「近くの高台や頑丈な建物への避難」「親戚・知人宅への避難」「安全な場所
での車中避難（車中泊）」など、分散避難を検討しておきましょう。

感染症が発生しているときの避難のポイント
ポイント１

　自宅での避難や親戚・知人宅
への避難など、避難所以外への
分散避難も検討しましょう。

ポイント２

　体温計やマスク、アルコール
消毒液などの衛生用品を持って
避難しましょう。

ポイント３

　避難先ではこまめな手洗い、
定期的な換気などを徹底しま
しょう。

ポイント４

　日頃から検温などで体調を確認しておきましょう。
避難先で体調が悪くなったときは、すぐに周
囲（避難所の場合は職員）に伝えましょう。

避難行動判定フロー

インターネット：９月14日㊊～10月７日㊌
紙 の 調 査 票：10月１日㊍～10月７日㊌

★インターネット回答がとても便利です
　・パソコンのほか、スマートフォンでも回答可能。
　・24時間いつでも回答可能。10分程度の短い時間で回答できます。
　・入力漏れや回答ミスをチェック機能により防ぐことができます。

・ポストへの投函が難しい人は、調査員が回収することもできます。
・�提出いただいた調査票を市がチェックします。不明な点がある場合は、市から電話
でお聞きする場合があります。

■国勢調査2020総合サイト
　https://www.kokusei2020.go.jp/

◦国勢調査に関する参考ページ 調査へのご協力
よろしくお願いします！

　  かたり調査に注意してください
国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード
番号などを聞くこともありません。

！

ハザードマップで自分の家の場所を確認して
みましょう。色がついていますか？ 自宅で安全が確保できます。

※浸水の危険があっても…
浸水する深さよりも高い部屋に避
難ができる（家の２階など）とい
う条件を満たせば、自宅で安全を
確保することも可能です。

災害の危険アリ！
安全な場所に避難が必要です。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚
や知人はいますか？

親戚や知人宅へ
避難しましょう。

指定避難所へ
避難しましょう。

●�災害はいつ起こるか分かりません。あらかじめ
準備しておきましょう

●３日間は自力で生活できる備えをしましょう

避難行動判定フローは市ホームページにも掲載しています

●早めの避難を心掛けましょう
●�夜間や周囲が危険な状態にある場合は自宅で
　身の安全を確保しましょう

※避難先や避難経路も確認
上越市
ハザード
マップ

□  避難する際の持ち物チェック！
□�着替え・生活用品　□�非常食　□�水
□�育児・介護用品　　□�薬　□�レジャーシート、マット
□�お金、通帳、印鑑　□�健康保険証　�
□�身分証明書　□�ヘルメット・ずきん
□�携帯電話　　□�モバイルバッテリー・充電器
□�懐中電灯　　□�ラジオ　　□�電池
＜感染症対策に使用する衛生用品等＞
□�体温計　□�マスク　□�消毒液　□�タオル
□�ウエットティッシュ　□�スリッパ　□�ビニール袋

いいえ

例 外

Ｑ　市外に住所はあるが、上越市に住んでいます。
Ａ　現在のお住まい（上越市）で回答してください。

Ｑ　10月１日以前に引っ越しが決まっています。
Ａ　引っ越し先で調査の対象になります。Ｑ　住民票が別々の家族で１つの家に住んでいます。

Ａ　�実態として住居と生計を共にしている場合は、
１つの世帯として調査票に回答いただきます。

国勢調査に関するＱ＆Ａ

回答期間

10月７
日まで

９月〜10月

９月〜




